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甲府市役所本庁舎パネル広告設置事業者 募集要項 

（一般競争入札） 

 

 甲府市役所本庁舎１階、２階、３階及び来庁者用エレベーター内にパネル広告を設置す

る事業者（以下「設置事業者」という。）を一般競争入札により募集します。 

 なお、入札への参加を希望される方は、本募集要項のほか、仕様書等を熟読し、内容を

承知した上で参加してください。 

 

１．物件概要等 

（１）貸付物件 

   次の物件を入札に付する。 

   施設名：甲府市役所本庁舎１階、２階、３階及び来庁者エレベーター内 

   所在地：甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   用 途：パネル広告設置 

 （２）施設概要 

    ① 開庁時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

    ② 開 庁 日  次の閉庁日を除く日 

           ・土曜日・日曜日 

           ・年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

           ・国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）第 2条 

及び第 3条で規定された休日 

    ③ 駐 車 場  月平均駐車台数 28,122台（令和６年度実績） 

     ＊なお、庁舎施設は年末年始を除く毎日、午前８時から午後９時３０分まで利

用可能となっています。（1F：市民コミュニティホール、10F展望ロビー） 

    

  ２．応募資格要件 

   次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り、応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６条）第１６７条の４第１項に規定する

一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げる者のいず

れにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）国税及び本店・支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

（３）甲府市広告掲載基準の規定に該当する規制業種又は事業者でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役
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員が暴力団員でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がなされて

いる者（更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を 受けた後、競争入札参加資

格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

 （６）官公庁又は民間企業における、施設壁面等の広告掲出業務において、３年以上の

実績を有する者であること。 

 

 

３．貸付条件等 

 （１）貸付期間 

     令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 （２）用 途 

     パネル広告設置 

（３）貸付の形態 

     地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の 4第 2項第 4号の規定に基づ

き、甲府市が設置事業者に対し、行政財産である建物の一部（壁面）を賃貸する

方法により行います。 

 （４）機器仕様等 

パネル仕様等については別紙仕様書のとおりとします。 

 （５）設置事業者の選定 

設置事業者は、入札により選定します。 

 

 

４．入札参加申込み 

   入札への参加を希望される方は、次の提出書類を申込期間内に申込場所まで持参し

てください。 

   また、申込期間内に提出されない場合及び提出書類に不備がある場合は、受付でき

ませんので、ご留意ください。 

 （１）申込期間  令和８年３月３日（火）から令和８年３月１６日（月）まで 

          （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで           

 （２）申込場所  甲府市総務部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

          〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 
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（３）提出書類（各１部） 

 提出書類 法人 個人 

① 一般競争入札参加申込書（様式第 1号） ○ ○ 

② 委任状（法人で、支店・営業所等に委任する場合） ○ ― 

③ 
誓約書（様式第 2号）、役員等名簿（別紙 1）、 

業務実績表（別紙 2） 
○ ○ 

④ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ○ ― 

⑤ 住民票 ― ○ 

⑥ 印鑑証明書 ○ ○ 

⑦ 
国税及び本店・支店等が所在する市町村の税の 

納税証明書 
○ ○ 

    ※ ④・⑤・⑥・⑦については、発行 3ヶ月以内のものとします。 

    ※ 提出書類は返却しません。 

 

 

５．質問書の提出及び回答 

 （１）受付期間 

     令和８年３月２日（月）から令和８年３月９日（月）まで 

     受付時間は午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで 

 （２）提出方法 

     質問書（様式第 5号）により電子メールにて提出してください。 

     提出先 電子メール：kkanzai@city.kofu.lg.jp 

 （３）質問への回答 

     すべての質問と回答を取りまとめて、甲府市ホームページに「質問回答書」を

掲載します。 

 

 

６．入札参加の辞退 

   入札参加申込書提出後、都合により入札参加を辞退される場合は、入札参加辞退届

（様式第 6号）を令和８年３月１６日（月）までに提出してください。 

   なお、参加を辞退された場合も、既に提出された書類は返却しませんのでご了承く

ださい。 

 

mailto:kkanzai@city.kofu.lg.jp
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７．入札参加資格確認通知書の交付 

   入札参加申込みの提出書類により入札参加資格の有無を確認し、「入札参加資格確認

通知書」を申請者あてに令和８年３月１７日（火）付けで郵送します。この通知書の

「入札参加資格の有無」欄の「有」に○印が付された者のみが入札に参加することが

できます。なお、この通知書が到着しないときは、必ず「13．問い合わせ先」に電話

で問い合わせてください。 

 

 

８．入 札 

 （１）入札及び開札の日時・会場 

     日 時：令和８年３月２６日（木）午後４時００分から 

     会 場：甲府市役所本庁舎 ７階 会議室７－１  

 

 （２）入札の受付 

   ① 入札受付は、入札会場にて、入札日時の１０分前から行います。 

② 入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。 

③「入札参加資格確認通知書」を提示してください。 

   ④ 入札会場に入室できる方は、１申込みにつき１名とします。 

 

 （３）入札当日持参するもの 

   ① 「入札参加資格確認通知書」 

   ② 「印鑑」 

       一般競争入札参加申込書に押印した申込人の印を持参してください。ただ

し、代理人が入札に参加する場合には、申込人（委任者）の印は必要ありま

せんが、代理人は委任状に押印した代理人使用印を持参してください。 

   ③ 「身分証明書」 

       申込人又は代理人であることを証明できるもの（運転免許証など） 

   ④ 「委任状」 

       代理人により入札する場合は、委任状（様式第 4号）に必要事項を記入し

て持参してください。 

   ⑤ 「入札書」 

       入札当日にも入札書（様式第 3-1号）を配りますが、あらかじめ入札書を

作成しておく場合は、添付されている入札書を複写して使用し、必要事項を

記入して持参してください。 
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 （４）入札保証金 

     免 除 

 

（５）入札方法等 

   ① 入札書は、入札者又はその代理人が直接提出してください。（郵送による提出は

できません。） 

   ② 代理人により入札するときは、必ず「委任状」を提出してください。 

   ③ 提出された入札書は、その事由の如何にかかわらず、書換え、引換え又は撤回

することはできません。 

④ 入札書に記入する金額は、年額（４月から翌年３月まで）としてください。 

落札決定に当たっては、入札書に記入された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）を以って落札金額としますので、入札者は消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記入してください。 

⑤ 入札者が１者の場合も入札を実施します。 

 

 （６）無効な入札 

① 入札に参加する資格のない者がした入札 

② 入札に関して不正行為があった入札 

   ③ 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱によって必要事項を確認し難

い入札 

   ④ 同一の入札について、二以上の意思表示をした入札 

   ⑤ 入札書の入札数字を訂正した入札 

   ⑥ 担当職員の指示に従わない者がした入札 

   ⑦ 「入札公告」及び「募集要項」に違反する入札 

 

 

９．落札者の決定 

 （１）開 札 

   ① 開札は、入札の場所において入札の終了後、直ちに行います。 

   ② 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければなりません。入札者又はそ

の代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない甲府市職

員を立ち会わせて開札を行います。 

 

（２）落札者の決定 

   ① 甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を
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落札者とします。 

   ② 落札者となるべき者が 2者以上あるときは、「くじ」により落札者を決定します。

この場合、入札者は「くじ」を辞退することはできません。 

   ③ 開札の結果、落札者があるときは、落札者の氏名（法人の場合はその名称）及

び落札金額を発表します。また、落札者がないときは、最高の入札額を発表しま

す。 

 

  【再度の入札】 

① 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札を行います。 

   ② 再度入札は、1回のみ行います。 

   ③ 再度入札に参加できる者は、最初の入札に参加し、有効な入札を行った者に限

ります。 

   ④ 再度入札においては、その前回の入札の開札時に公表した最高の入札額を上回

る金額で入札してください。上回らない入札は無効となります。 

   ⑤ 再度入札をしても、なお、落札者がいない場合は、再度入札において最高の入

札額をもって入札した方と協議し、見積書（様式第 3-2号）の提出を受け、予定

価格以上の金額で契約の相手方を決定し、随意契約することがあります。 

 

 （３）落札者の決定取り消し等 

① 落札者が次のいずれかに該当する場合、落札者としての資格を取り消すものと

します。 

    ・契約書の提出期日までに書類が提出されなかったとき。 

    ・落札後に申請書等への虚偽の記載があったことが判明したとき。 

    ・落札者が著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者としてふさわし

くないと甲府市が判断したとき 

   ② ①のいずれかにより、落札者としての決定を取り消したとき及び落札者が契約

を締結しないときは、当該落札者の次に高額の入札額を示した者と随意契約交渉

を行うものとします。 

 

 

１０．入札結果等の発表 

   落札者名及び落札金額等について、甲府市ホームページ等で公表しますので、あら

かじめご了承ください。 
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１１．契約の締結 

   設置事業者として決定した者は、次の提出書類を提出期間内に提出場所まで持参又

は郵送して、別添の契約書にて契約を締結してください。 

 （１）提出書類 

   ① 契約書２部 

   ② 印鑑登録証明書（設置事業者及び契約保証人のもの各１部） 

※ 発行日から３ヶ月以内のものに限る 

   ③ 契約保証金を納付した場合は、納付したことを証する金融機関の納付済印が押

印された領収証書の写し（契約保証金を免除されたものは不要） 

 （２）提出期間 

     令和８年３月２７日（金）から令和８年３月３１日（火）まで 

     土曜日、日曜日を除く 

午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで 

郵送の場合は、令和８年３月３１日（火）午後５時までに必着のこと 

 （３）提出場所 

     甲府市総務部契約管財室管財課 

     〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

 （４）契約保証金 

   ① 設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約金

額の１００分の１０の額を納入しなければなりません。 

ただし、甲府市契約規則（昭和 50年規則第 66号）第 34条第 1項第 3号に規定

する、過去２年の間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行

し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除

とします。 

② 契約保証金の納入は、甲府市の発行する納入通知書により指定金融機関にて行

ってください。 

③ 契約保証金は、貸付料の納入が遅延した場合においてこれに充当するほか、貸

付に伴う一切の損害賠償に充当します。 

④ 契約保証金は、契約期間が満了し、貸付物件の原状回復を確認後、請求に基づ

き利息を付さずに返還します。 

 （５）その他 

   ① 設置事業者として決定した者が提出期間内に提出書類を提出せず、契約を締結

しない場合には、設置事業者となる効力を失います。 

   ② 貸付契約は申込人名義で行います。 

   ③ 契約締結に要する費用は、すべて設置事業者の負担とします。 

   ④ 契約には、契約保証人が必要となります。 
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１２．その他 

   本要項に定めのない事項は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）、地方自治法施行

令（昭和 22年政令第 16号）、甲府市財務規則（昭和 62年規則第 1号）及び甲府市契

約規則（昭和 50年規則第 66号）の定めるところによるものとします。 

 

１３．問い合わせ先 

   甲府市総務部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  電 話：０５５－２３７－５１９７ 

   ＦＡＸ：０５５－２３５－１０４８ 

 

 


